
○磐田市物品製造等に係る競争入札参加資格審査申請書等の提出の時期、方法その他必要な事項 

平成17年４月１日告示第38号 

改正

平成20年８月25日告示第248号 

平成20年12月17日告示第304号 

平成22年10月22日告示第246号 

平成23年３月24日告示第82号 

平成24年７月31日告示第213号 

平成25年１月25日告示第８号 

平成25年10月１日告示第238号 

平成26年３月24日告示第51号 

平成29年３月29日告示第63号 

令和４年１月27日告示第５号 

磐田市物品製造等に係る競争入札参加資格審査申請書等の提出の時期、方法その他必要な事項 

磐田市物品製造等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等（平成17年磐田市告示第37号）３に規

定する一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（物品製造等）等、６に規定する一般競争（指名競争）

参加資格承継審査申請書（物品製造等）等及び９に規定する競争契約参加資格審査申請書変更届等の提

出の時期、方法その他必要な事項を次のように定める。 

第１ 競争入札参加資格申請書の提出の時期、方法その他必要な事項 

１ 提出の時期 

(１) 定期の審査に係る申請書の提出の時期は、西暦奇数年の１月15日から２月14日までとする。

ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

を除く。 

(２) 追加の審査に係る申請書の提出時期は、西暦奇数年の４月１日から次の西暦奇数年の２月14

日までとする。ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日

から翌年の１月３日までの日を除く。 

２ 提出の方法等 

磐田市総務部契約検査課（磐田市国府台３番地１）へ１部を持参又は郵送により提出すること。 

３ 提出書類 



提出書類名 摘要 

１ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（物品製造等） 様式第１号 

２ 営業所一覧表 

３ 営業経歴書又は会社概要 

法人：商業登記簿の登記事項証明書 写し可 

個人：代表者身元（身分）証明書 写し可 

４ 決算書類 

法人：直前１期分の決算書 写し可 

個人：青色申告決算書又は確定申告書 写し可 

５ 営業に関して登録等がなされている場合は、それを証す

る書類 

写し可 

６ 納税証明書 写し可 

７ 委任状 磐田市との契約に関する権限を支

店長等に委任する場合

８ 希望業種及び主要取扱品目一覧表 

９ 個人住民税特別徴収実施誓約書 様式第３号 

10 暴力団排除に関する誓約書 様式第４号 

第２ 競争入札参加資格承継の申請の方法とその他必要な事項 

１ 提出の方法等 

磐田市総務部契約検査課（磐田市国府台３番地１）へ１部を持参又は郵送により提出すること。 

２ 提出書類 

(１) 合併又は営業譲受けの場合 

提出書類名 摘要 

１ 一般競争（指名競争）参加資格承継審査申請書（物品製

造等） 

様式第２号 



２ 商業登記簿の登記事項証明書 申請法人及び合併又は営業譲渡を

した法人のもの（写し可） 

３ 合併又は営業譲受契約書の写し 

４ 公正取引委員会届出受理書の写し 

５ 廃業届の写し 合併又は営業譲渡により消滅等し

た法人のもの 

６ 委任状 磐田市との契約に関する権限を支

店長等に委任する場合

７ 営業に関して登録等がなされている場合は、それを証す

る書類 

写し可 

８ 営業所一覧表 

９ 個人住民税特別徴収実施誓約書 様式第３号 

10 暴力団排除に関する誓約書 様式第４号 

(２) 相続の場合 

提出書類名 摘要 

１ 一般競争（指名競争）参加資格承継審査申請書（物品製

造等） 

様式第２号 

２ 戸籍謄本又は商業登記簿の登記事項証明書 写し可 

３ 営業に関して登録等がなされている場合は、それを証す

る書類 

写し可 

４ 被継承者の廃業届 

第３ 競争契約参加資格審査申請書変更届の提出の方法その他必要な事項 

１ 提出の方法等 

磐田市総務部契約検査課（磐田市国府台３番地１）へ１部を持参又は郵送により提出すること。 

２ 提出書類 



提出書類名 摘要 

１ 競争契約参加資格審査申請書変更届 

２ 商業登記簿の登記事項証明書 写し可 

３ 登録を受けている事業を変更する場合は、それを証する

書類 

写し可 

４ 委任状 磐田市との契約に関する権限を支

店長等に委任する場合

附 則

この告示は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年８月25日告示第248号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成20年12月17日告示第304号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成22年10月22日告示第246号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成22年度に実施する定期の審査に係る申請から適用する。 

附 則（平成23年３月24日告示第82号） 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年７月31日告示第213号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成25年１月25日告示第８号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成25年10月１日告示第238号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月24日告示第51号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月29日告示第63号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１月27日告示第５号） 



この告示は、令和４年４月１日から施行する。 



様式第1号(第1関係) 

一般競争(指名競争)参加資格審査申請書 (物品製造等) 

※① 新規or更新※② 業者コード

          年度において、磐田市で行われる物品の製造等に係る競争に参加する資格の審査を申請します。 

     なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。 

         年  月  日 

     磐田市長 

③ 郵 便 番 号       ― 

  フ リ ガ ナ

④ 住 所

  フ リ ガ ナ

⑤ 商号又は名称

  フ リ ガ ナ

(役職) (氏名)⑥ 代 表 者 氏 名

  フ リ ガ ナ

⑦ 担 当 者 氏 名

⑧ 電 話 番 号 ⑨ FAX番号 

⑩ 希望する製造等

の 種 類
1 製造 2 販 売〔a 卸売・b 小売〕 3 買 受〔c 立木竹・d その他〕 

4 役 務

提 供
5 その他

       ※欄については、記載しないこと。 



⑪ 自己資本額 

区 分 
直前決算時

(千円)

剰余(欠損)金

処分(千円)

決算後の増

減額(千円)

合 計 

(千円)

払 込 資 本 金

準 備 金 ・ 積 立 金

次 期 繰 越 利 益(欠 損)金

計 

⑫ 経営状況 

流動比率
　　　千円)流動負債(　　　　　

　　　千円)流動資産(　　　　　 ×100＝ (％)

⑬ 営業年数等 

創業 年  月  日 営業年数 年 常 勤 職 員 の 数 人 内役員等数 人

⑭ 設備の額(千円) 

機械装置類 運搬具類 工具その他 合計 

⑮ 主要設備の規模 



8/13 

指名希望業種分類表 

番号 業種 番号 業種 

1 木工・家具類 39 園芸・生花 

2 印判類 40 看板・表示板類 

3 文房具 41 教養娯楽用品類 

4 紙類 42 日用品雑貨 

5 事務機器類 43 美術・工芸品 

6 青写真焼付製本 44 古文書・考古品 

7 衣料・洋品雑貨 45 標本類 

8 寝具類 46 古楽器類 

9 履物・ヘルメット類 47 上下水道機器材 

10 鞄類 48 石油類 

11 布・幕類 49 ガス類 

12 表彰具・装飾類 50 生コンクリート 

13 音楽器具類 51 コンクリート二次製品 

14 運動用具類 52 石・土・砂類 

15 教材 53 アスファルト合材 

16 印刷 54 その他原材料 

17 図書・新聞類 55 鉄・非鉄金属原材料 

18 印紙・切手類 56 木材 

19 動物 57 ガラス 

20 飼料 58 畳 

21 飲食料品 59 その他建築材料 

22 車両・運搬機器類 60 塗料・溶材 

23 船・ボート類 61 工作物類 

24 輸送・運搬機器修繕 62 クリーニング 

25 時計・眼鏡・貴金属類 63 運送・梱包区委託 

26 厨房機器類 64 事務機器類賃貸借 

27 機械器具類 65 建物・プレハブ賃貸借 

28 清掃機器類 66 その他賃貸借 

29 消防・防災機器類 67 建物・設備保守管理委託 

30 電気・通信音響機器類 68 建物・設備清掃委託 

31 写真・光学機器類 69 警備委託 

32 環境保全機器類 70 消毒・害虫駆除委託 

33 試験検査計測(量)機器類 71 事務委託 

34 医療・保健衛生機器類 72 労働者派遣委託 

35 医薬品 73 その他委託 

36 工業薬品・試薬 74 不用品回収 

37 農業・肥料 75 その他 

38 植木(造園)     



9/13 

製 造 等 実 績 高 

① 競争参加資格 希 望

業 者 区 分

② 直前2年度分決算 ③ 直前1年度分決算 
④直前2箇年間の年間平均実績高 

(千円)
   年 月から 

   年 月まで(千円) 

   年 月から 

   年 月まで(千円) 

合 計 
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契約先 

営 業 所 名 称 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号 FAX 番 号 

(         ) 

営業所一覧 

営 業 所 名 称 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号 FAX 番 号 

(         ) 

(         ) 

(         ) 

(         ) 

(         ) 

(         ) 

(         ) 

(         ) 

(         ) 

(         ) 

※「契約先」には、磐田市と直接契約をする支店又は営業所等の名称を記載する。本店が契約先の場合は記載しない。 

 営業所名称の欄の( )内は代表者の名を記載する。 
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様式第2号(第2関係) 

一般競争(指名競争)参加資格承継審査申請書(物品製造等) 

年  月  日  

  磐田市長 

住 所           

商号又は名称           

代表者氏名           

 この度、下記のとおり物品製造等に関する営業を承継したので、    年度からの物

品製造等に係る競争入札に参加したく、資格審査について申請します。 

 なお、申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。 

記 

 1 承継理由   合 併・営業譲受・相 続 

 2 承継年月日   年  月  日 

 3 承継事項等 

区 分 被 承 継 者 承 継 者 

住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

登 録 年 月 日

登 録 番 号

登 録 業 種

入札参加資格業

種 

入札参加資格申

請 業 種

 備考 承継理由については、該当する項目を○で囲むこと。 
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様式第3号(第1・第2関係) 

個人住民税特別徴収実施誓約書 

年  月  日   

 磐田市長 

申請者 所 在 地             

商号又は名称             

代表者職・氏名             

 該当する□欄に、レ印を入れてください。 

□ 現在、磐田市において、個人住民税の特別徴収を実施しています。 

  今回の入札参加資格審査申請による入札参加資格の認定期間中は、継続して特別徴収

を実施することを誓約します。 

□ 現在、磐田市において、個人住民税を特別徴収すべき従業員等がいません。 

  今後、特別徴収義務者に該当することになった場合、遅滞なく特別徴収を実施し、入札

参加資格の認定期間中は、継続して特別徴収を実施することを誓約します。 

 この誓約書について、上記誓約内容を確認するため、磐田市個人住民税担当課へ提供され

ることに同意します。 
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様式第4号(第1、第2関係) 

暴力団排除に関する誓約書 

年  月  日   

 磐田市長 

所 在 地             

商号又は名称             

代表者職・氏名             

 私は、下記の事項について誓約します。 

 なお、必要な場合には、警察等関係機関に照会することについて承諾します。 

記 

1 自己又は自己の法人その他の団体の役員等は、次のいずれにも該当するものではありま

せん。 

 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以

下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 

 (2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) 

 (3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者 

 (4) 暴力団員によりその事業活動を実質的に関与を受けている者 

 (5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 

 (6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積

極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者 

 (7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者 

 (8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者 

2 1(1)から(8)までに掲げるもの(以下「暴力団等」という。)を下請契約等の相手方にしま

せん。 

3 下請契約等の相手方が暴力団等であることを知ったときは、当該下請契約等を解除しま

す。 

4 自己又は下請契約等の相手方が暴力団等から不当な要求行為等を受けた場合は、磐田市

長に報告し、警察に通報します。 

5 上記1から4までに反する場合の本契約の解除等、市が行う一切の措置について異議の申

立て、また、本契約解除によって生じた損害の賠償請求も行いません。 


